
⼀般国道３１号呉駅交通ターミナル運営等事業 募集要項等修正箇所⼀覧
令和7年7⽉31⽇に公表した⼀般国道３１号呉駅交通ターミナル運営等事業 募集要項等に関し、以下のとおり修正する。

No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

1 募集要項 7
2.1 (10) 費⽤負担
a)内装整備に係る費⽤負
担

内装整備業務に係る費⽤は、内装整備費等として国が負担することとす
る。内装整備費等の詳細については、優先交渉権者の選定後、国による内
装設計の結果を開⽰し、特定事業契約の締結までに、国と事業者で協議の
うえ定めるものとする。ただし、事業提案書における内装整備費等の提案
額については、参考規模210,000千円（消費税等を含む）を超えてはなら
ないものとする。詳細は、別紙１「サービス購⼊料の算定及び⽀払⽅法」
に⽰す。

内装整備業務に係る費⽤は、内装整備費等として国が負担することとす
る。内装整備費等の詳細については、優先交渉権者の選定後、国による内
装設計の結果を令和８年３⽉頃に開⽰し、特定事業契約の締結までの令和
８年３⽉〜５⽉に国と事業者で協議のうえ定めるものとする。費⽤は、概
算⾦額として210,000千円程度（消費税等を含む）を想定している。なお、
事業提案書における内装整備費等の提案額については、210,000千円（消
費税等を含む）を超えてはならないものとする。詳細は、別紙１「サービ
ス購⼊料の算定及び⽀払⽅法」に⽰す。

2 募集要項 16 3.3(7)競争的対話の実施

国は、応募者の参加資格の確認後、事業提案書の提出までの間に、参加資
格の確認を受けた応募者（以下「提案提出者」という。）と競争的対話等
を⾏う。その結果を踏まえ、「資料１ 特定事業契約書（案）」、「資料２
基本協定書（案）」及び「資料３要求⽔準書」の調整を⾏い、修正があっ
た場合は公表する。応募者は、各回ごとに競争的対話に関する議題提案書
（様式9 ないし10）を提出すること。応募者が多数の
場合は、選定を⾏う場合がある。
受付期間：【第１回】令和７年 10 ⽉ 21⽇（⽕）から
          令和７年 10 ⽉ 24 ⽇（⾦）まで
     【第２回】令和７年11 ⽉12 ⽇（⽔）から
          令和７年11 ⽉19 ⽇（⽔）まで
（第１回・第２回とも受付最終⽇は17 時まで）
提出先：1.(3)に⽰す担当部局
提出⽅法：E-mail で提出すること（⽂書形式はMicrosoft Excel とす
る）。

国は、応募者の参加資格の確認後、事業提案書の提出までの間に、参加資
格の確認を受けた応募者（以下「提案提出者」という。）と競争的対話等
を⾏う。その結果を踏まえ、「資料１ 特定事業契約書（案）」、「資料２
基本協定書（案）」及び「資料３要求⽔準書」の調整を⾏い、修正があっ
た場合は公表する。応募者は、各回ごとに競争的対話に関する議題提案書
（様式9 ないし10）を提出すること。応募者が多数の
場合は、選定を⾏う場合がある。
受付期間：【第１回】令和７年 10 ⽉ 23 ⽇（⽊）から
          令和７年 10 ⽉ 28 ⽇（⽕）まで
     【第２回】令和７年11 ⽉12 ⽇（⽔）から
          令和７年11 ⽉19 ⽇（⽔）まで
（第１回・第２回とも受付最終⽇は17 時まで）
提出先：1.(3)に⽰す担当部局
提出⽅法：E-mail で提出すること（⽂書形式はMicrosoft Excel とす
る）。

3 募集要項 19
3.4 (5) 特定事業契約の
締結

  基本協定に従い、国と優先交渉権者は、内装整備費等に関する価格等の交
渉を実施する。交渉が成⽴した場合、国と事業者は、⾒積合わせを⾏った
うえで、内装整備業務、維持管理業務及び運営業務並びに利便増進事業に
ついて包括的かつ詳細に規定する特定事業契約を締結する。なお、国は、
「資料１ 特定事業契約書（案）」の修正には、原則として応じない。
国は、特定事業契約を締結したときは、PFI法第15条第３項及び第22条第
２項に定める事項をホームページへの掲載その他適宜の⽅法により公表す
る。
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No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

4 募集要項 26 5.2 本事業の対象施設
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No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

5
資料１ 特定事業契約書
（案）

47
第93条（事業者事由によ
る解除）
第1項第4号、第5号

(4) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書第９条（談合その他の不正⾏為
による特定事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書第10条（暴⼒団排除に係る特定
事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書第10条（談合その他の不正⾏為
による特定事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書第11条（暴⼒団排除に係る特定
事業契約の不締結等）第１項各号のいずれかに該当するとき。

6
資料１ 特定事業契約書
（案）

- 別紙１ 契約⾦額の内訳
（注）優先交渉権者の提案内容に基づき記載する。ただし、内装整備費等
の詳細については、優先交渉権者の選定後に国と事業者で協議のうえ定め
るものとする。

（注）基本協定書に基づき、国と優先交渉権者の間で内装整備費等の価格
等の交渉が成⽴した場合、その内容及び優先交渉権者の提案内容に基づ
き、国と事業者が⾒積合わせを⾏ったうえで記載する。
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No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

7
資料２ 基本協定書
（案）

4
第5条（内装整備費等に
係る価格等の交渉）

1 ⼄は、甲の求めに基づき、甲が作成し⼄に提供した内装設計業務の成
果物を基に、内装整備費等の内訳書を付した参考⾒積書及びその⾒積条件
を記載した資料（以下「内装整備業務に係る参考⾒積書等」という。）を
作成し、甲に提出する。
2 甲及び⼄は、前項の内装設計業務の成果物に基づき、内装整備業務に
係る参考⾒積書等の内容に関する協議及び合意形成（以下「価格等の交
渉」という。）を⾏う。この場合において、⾒積額の妥当性が認められな
い等、⾒積条件を⾒直す必要があるときは、協議のうえ必要な⾒直しを⾏
う。
3 ⼄は、前項の⾒直しを⾏った場合、価格等の交渉の結果を踏まえた内
装整備業務に係る参考⾒積書等を提出し、改めて甲との間で価格等の交渉
を⾏う。
4 前⼆項に基づく価格等の交渉の結果、⾒積額の妥当性や必要性が認め
られる場合、かつ、各⼯種の直接⼯事費が積算基準や特別調査結果等と著
しく乖離していない場合⼜は乖離しているがその根拠として信頼性のある
資料の提⽰がある場合、その他特定事業契約の締結に必要な条件等に照ら
して問題がない場合は、価格等の交渉が成⽴するものとする。
5 第２項及び第３項に基づく価格等の交渉の結果、前項の成⽴に⾄らな
かった場合は、価格等の交渉を不成⽴とする。この場合、甲と事業者との
間で特定事業契約が締結に⾄らなかったものとみなして、第12条（特定事
業契約不調の場合の処理）第１項及び第17条（有効期間）第２項の規定を
適⽤する。

8
資料２ 基本協定書
（案）

5
第6条（特定事業契約の
締結）

甲及び⼄は、特定事業契約の締結後も、本事業の実施のために互いに協⼒
しなくてはならない。

1 ⼄は、前条（内装整備費等に係る価格等の交渉）第４項により甲との
間で価格等の交渉が成⽴した場合、その内容及び事業提案書に基づき、事
業者をして、内装整備費等及び維持管理・運営に係るサービス購⼊料の内
訳書を付した参考⾒積書並びにその⾒積条件を記載した資料（以下「特定
事業契約に係る参考⾒積書等」という。）を作成し、甲に提出させる。
2 甲は、特定事業契約に係る参考⾒積書等で⽰された⾒積条件等を基
に、特定事業契約に係る予定価格を定める。
3 ⼄は、事業者をして、特定事業契約に係る⾒積書を甲に提出させ、甲と
の間で⾒積合せを⾏わせる。
4 甲は、前項の⾒積合せの結果、⾒積書の⾦額が予定価格の範囲内の場
合は、事業者との間で特定事業契約を締結する。
5 甲及び⼄は、特定事業契約の締結後も、本事業の実施のために互いに
協⼒しなくてはならない。
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No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

8
資料２ 基本協定書
（案）

10
第17条（有効期間）
第3項

3 前⼆項の規定にかかわらず、次の各号（ただし、第２項の規定に従っ
て⼜は甲及び⼄の合意により、本基本協定の有効期間が終了する場合につ
いては第３号、第５号、第６号及び第７号に限る。）に掲げる規定の効⼒
は、本基本協定の有効期間の終了後も存続するものとする。
(1) 第９条（談合その他の不正⾏為による特定事業契約の不締結等）第２
項から第５項まで
(2) 第10条（暴⼒団排除に係る特定事業契約の不締結等）第２項から第４
項まで
(3) 第11条（特定事業契約不調の場合の処理）
(4) 第13条（本事業（国）終了後の代表企業の責任）
(5) 第14条（秘密保持）
(6) 第18条（準拠法及び管轄裁判所）
(7) 本条（有効期間）

3 前⼆項の規定にかかわらず、次の各号（ただし、第２項の規定に従っ
て⼜は甲及び⼄の合意により、本基本協定の有効期間が終了する場合につ
いては第３号、第５号、第６号及び第７号に限る。）に掲げる規定の効⼒
は、本基本協定の有効期間の終了後も存続するものとする。
(1) 第10条（談合その他の不正⾏為による特定事業契約の不締結等）第２
項から第５項まで
(2) 第11条（暴⼒団排除に係る特定事業契約の不締結等）第２項から第４
項まで
(3) 第12条（特定事業契約不調の場合の処理）
(4) 第14条（本事業（国）終了後の代表企業の責任）
(5) 第15条（秘密保持）
(6) 第19条（準拠法及び管轄裁判所）
(7) 本条（有効期間）

9 資料３ 要求⽔準書 9
2.6 対象施設に関する事
項
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No. 資料名 ⾴ 項⽬ 変更前 変更後

10 資料３ 要求⽔準書 16

4.1.2 旅客⽤場所の整備
⽅針
＜表４ 旅客⽤場所の整
備⽅針＞ ⾃動券売機

・事業者⾃らの負担で必要台数を設置する。位置については、事業者の提
案に基づき、バス事業者と協議のうえ定めるものとする。
・⾼齢者や障害者等にも配慮した運⽤とする（⾼さや画⾯など配慮した構
造、もしくは常時勤務する者がカウンターの前に出て対応）。

・バス事業者の負担で必要台数を設置する。位置については、バス事業者
と協議のうえ定めるものとする。
・⾼齢者や障害者等にも配慮した運⽤とする（⾼さや画⾯など配慮した構
造、もしくは常時勤務する者がカウンターの前に出て対応）。
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